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(57)【要約】
【課題】効率的に改修作業を行うことが可能となる側溝
改修用部材並びにこの側溝改修用部材を用いた側溝改修
工法を提供すること。
【解決手段】側溝ブロック１の切断除去面２に設置する
コンクリート製の側溝上部補修体３の下部に、切断除去
面２に形成された挿通孔４に配設して側溝上部補修体３
を切断除去面２の上方で支持すると共に、支持した側溝
上部補修体３を昇降調整可能な昇降調整軸５を挿通する
連結孔６を設け、この連結孔６の孔径を、昇降調整軸５
の軸径より径大であって、挿通孔４を前記切断除去面２
に穿孔し得る穿孔器具７を挿通可能な孔径に設定し、こ
の連結孔６に、昇降調整軸５を連結可能な支持具８を取
付し得るように構成した側溝改修用部材。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　改修対象の側溝ブロックの上部を切断除去してこの切断除去部分の改修を行う側溝改修
工法に用いる側溝改修用部材であって、前記側溝ブロックの切断除去面に設置するコンク
リート製の側溝上部補修体の下部に、前記切断除去面に形成された挿通孔に配設して側溝
上部補修体を切断除去面の上方で支持すると共に、支持した側溝上部補修体を昇降調整可
能な昇降調整軸を挿通する連結孔を設け、この連結孔の孔径を、前記昇降調整軸の軸径よ
り径大であって、前記挿通孔を前記切断除去面に穿孔し得る穿孔器具を挿通可能な孔径に
設定し、この連結孔に、前記昇降調整軸を連結可能な支持具を取付し得るように構成した
ことを特徴とする側溝改修用部材。
【請求項２】
　前記側溝上部補修体に、前記連結孔と連設状態にして取付用金具部を設け、この取付用
金具部に前記支持具を取付し得るように構成したことを特徴とする請求項１記載の側溝改
修用部材。
【請求項３】
　前記側溝上部補修体に、前記連結孔と連設状態にして取付用金具部を設け、この取付用
金具部は、前記支持具を螺着し得るように構成したことを特徴とする請求項１，２のいず
れか１項に記載の側溝改修用部材。
【請求項４】
　前記支持具は、前記昇降調整軸を螺着連結し得るように構成して、この昇降調整軸を支
持具に対して回動螺動操作することにより、この支持具が前記連結孔に取付られた前記側
溝上部補修体を、前記側溝ブロックの切断除去面に対して昇降調整し得るように構成した
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の側溝改修用部材。
【請求項５】
　前記支持具は筒状に構成してこの支持具の外周面に雄ネジ部を形成すると共に、内周面
に雌ネジ部を形成し、前記連結孔は、前記支持具の雄ネジ部を螺着し得るネジ孔に形成す
るか若しくは前記連結孔に連設状態に設けた取付用金具部に前記支持具の雄ネジ部を螺着
し得るネジ孔を形成し、前記昇降調整軸は、前記支持具の雌ネジ部に螺着し得るボルト杆
を採用して構成したことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の側溝改修用部
材。
【請求項６】
　前記側溝上部補修体の下部に、前記側溝ブロックの切断除去面に接触して側溝上部補修
体と側溝ブロックの隙間に充填する硬化剤の流出を防止する流出防止材を付設したことを
特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の側溝改修用部材。
【請求項７】
　改修対象のＵ字型側溝ブロックの左右上部を切断除去してこの左右の切断除去部分の改
修を行う側溝改修工法に用いる側溝改修用部材であって、前記Ｕ字型側溝ブロックの右側
の切断除去面に設置する前記側溝上部補修体と左側の切断除去面に設置する側溝上部補修
体とを着脱自在に連結する連結具を備えると共に、この連結具は、連結した左右の側溝上
部補修体間の間隔を広狭調整し得る調整機構を有する構成としたことを特徴とする請求項
１～６のいずれか１項に記載の側溝改修用部材。
【請求項８】
　改修対象の既設側溝の側溝ブロックの上部を切断除去し、この側溝ブロックの切断除去
部分の切断除去面上に前記請求項１～７のいずれか１項に記載の側溝改修用部材の前記側
溝上部補修体を設置し、この側溝上部補修体の前記連結孔に穿孔器具を挿通して前記側溝
ブロックの切断除去面に連結孔と連通する前記挿通孔を穿孔し、この連通する挿通孔と連
結孔とに前記昇降調整軸を挿通すると共に、この昇降調整軸に連結した前記支持具を連結
孔に取付して、この昇降調整軸により側溝上部補修体を適正な設置姿勢に昇降調整した後
、側溝上部補修体と側溝ブロックの切断除去部分との隙間に硬化剤を充填して側溝上部補
修体を側溝ブロックの切断除去面に固定することを特徴とする側溝改修工法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、側溝の改修用部材並びにこの側溝改修用部材を用いた側溝の改修工法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　老朽化したＵ字型側溝の改修には、従来、路面から側溝ブロックを掘り出し新たな側溝
ブロックに取り替えるといった工法が実施されているが、このような従来工法の場合、そ
の改修施工期間中、バイパス路（迂回路）などを設けてその改修箇所における側溝機能を
維持しなければならず、それだけ手間とコストとを要する。
【０００３】
　そこで本出願人は、特開２００６－３２２１３８号（特許文献１）のように、改修する
側溝ブロックの上部を切断除去し、その除去した部分にコンクリート蓋やグレーチングな
どの閉塞部材を載置する載置面部を有する形状に予め形成しておいたコンクリート製の改
修用部材を設けるという側溝改修方法を提案している。
【０００４】
　具体的には、例えば、既存側溝の側溝ブロックの上方部分をコンクリートカッター等で
切断除去して、この切断除去面に高さ調整ボルトを挿通配設する挿通孔を複数穿孔し、こ
の複数の挿通孔と改修用部材（側溝上部補修体）に形成された複数の螺着孔とを位置合わ
せして切断除去面に側溝上部補修体を設置し、この位置合わせした挿通孔と螺着孔とに夫
々高さ調整ボルトを挿通配設すると共に螺着孔には螺着し、高さ調整ボルトを回動調整し
て側溝上部補修体を適正な姿勢に是正した後、側溝ブロックの切断除去部分と側溝上部補
修体との隙間13に硬化剤14を充填して側溝上部補修体を固定する。
【０００５】
　そして、この工法によれば、側溝ブロックを路面から掘り出さず、その上部のみを切断
除去し、切り残した側溝ブロックの下部分により側溝機能を維持したまま改修施工を実施
でき、よって上記のバイパス路を設ける必要がなくそれだけ簡単に側溝改修を行えること
になる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－３２２１３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記の側溝改修工法では、側溝ブロックの上方部分を精度良く水平に切断除
去したり、側溝に隣接する道路面と精度良く平行に切断除去したりすることが現状では困
難であるため、側溝ブロックの切断除去面に対して側溝上部補修体を据付する際に、側溝
上部補修体の据付姿勢を適正（例えば、路面との間に段差がなく略面一状態となるような
適正姿勢）に是正する必要がある。
【０００８】
　そのため、側溝ブロックの上方部分を切断除去した後、この切断除去面に、側溝ブロッ
クの長さ方向に間隔を置いて高さ調整ボルト挿通用の挿通孔を複数穿孔し、この挿通孔に
配した高さ調整ボルトで側溝上部補修体を支持して昇降調整するようにしているが、この
複数の挿通孔は、同じく側溝上部補修体にその長さ方向に間隔を置いて複数形成された螺
子孔の位置と対応する位置に形成しなければならない。
【０００９】
　そこで、従来は、側溝ブロックの上方部分を切断除去した後、この切断除去面に一度側
溝上部補修体を仮置きし、連結孔の位置に合わせて切断除去面にマーキングを施した後、
側溝上部補修体を取り去ってマーキング位置に挿通孔の穿孔作業を行い、この穿孔作業終
了後に再び切断除去面に側溝上部補修体を設置して固定するという手法が採られていたが
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、この手法は、設置した側溝上部補修体を一旦取り去った後、再び同じ場所に設置すると
いう二度手間を要するものであったため、非効率的な作業であった。
【００１０】
　本発明は、このような従来の側溝改修工法の問題点を見出し、これを解決しようとする
もので、側溝上部補修体を二度置きする手間をなくして極めて効率的に改修作業を行うこ
とが可能となる画期的な側溝改修用部材並びにこの側溝改修用部材を用いた側溝改修工法
を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。
【００１２】
　改修対象の側溝ブロック１の上部を切断除去してこの切断除去部分の改修を行う側溝改
修工法に用いる側溝改修用部材であって、前記側溝ブロック１の切断除去面２に設置する
コンクリート製の側溝上部補修体３の下部に、前記切断除去面２に形成された挿通孔４に
配設して側溝上部補修体３を切断除去面２の上方で支持すると共に、支持した側溝上部補
修体３を昇降調整可能な昇降調整軸５を挿通する連結孔６を設け、この連結孔６の孔径を
、前記昇降調整軸５の軸径より径大であって、前記挿通孔４を前記切断除去面２に穿孔し
得る穿孔器具７を挿通可能な孔径に設定し、この連結孔６に、前記昇降調整軸５を連結可
能な支持具８を取付し得るように構成したことを特徴とする側溝改修用部材に係るもので
ある。
【００１３】
　また、前記側溝上部補修体３に、前記連結孔６と連設状態にして取付用金具部11を設け
、この取付用金具部11に前記支持具８を取付し得るように構成したことを特徴とする請求
項１記載の側溝改修用部材に係るものである。
【００１４】
　また、前記側溝上部補修体３に、前記連結孔６と連設状態にして取付用金具部11を設け
、この取付用金具部11は、前記支持具８を螺着し得るように構成したことを特徴とする請
求項１，２のいずれか１項に記載の側溝改修用部材に係るものである。
【００１５】
　また、前記支持具８は、前記昇降調整軸５を螺着連結し得るように構成して、この昇降
調整軸５を支持具８に対して回動螺動操作することにより、この支持具８が前記連結孔６
に取付られた前記側溝上部補修体３を、前記側溝ブロック１の切断除去面２に対して昇降
調整し得るように構成したことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の側溝改
修用部材に係るものである。
【００１６】
　また、前記支持具８は筒状に構成してこの支持具８の外周面に雄ネジ部９を形成すると
共に、内周面に雌ネジ部10を形成し、前記連結孔６は、前記支持具８の雄ネジ部９を螺着
し得るネジ孔12に形成するか若しくは前記連結孔６に連設状態に設けた取付用金具部11に
前記支持具８の雄ネジ部９を螺着し得るネジ孔12を形成し、前記昇降調整軸５は、前記支
持具８の雌ネジ部10に螺着し得るボルト杆５を採用して構成したことを特徴とする請求項
１～４のいずれか１項に記載の側溝改修用部材に係るものである。
【００１７】
　また、前記側溝上部補修体３の下部に、前記側溝ブロック１の切断除去面２に接触して
側溝上部補修体３と側溝ブロック１の隙間13に充填する硬化剤14の流出を防止する流出防
止材15を付設したことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の側溝改修用部材
に係るものである。
【００１８】
　また、改修対象のＵ字型側溝ブロック１の左右上部を切断除去してこの左右の切断除去
部分の改修を行う側溝改修工法に用いる側溝改修用部材であって、前記Ｕ字型側溝ブロッ
ク１の右側の切断除去面２に設置する前記側溝上部補修体３と左側の切断除去面２に設置
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する側溝上部補修体３とを着脱自在に連結する連結具16を備えると共に、この連結具16は
、連結した左右の側溝上部補修体３間の間隔を広狭調整し得る調整機構17を有する構成と
したことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の側溝改修用部材に係るもので
ある。
【００１９】
　また、改修対象の既設側溝の側溝ブロック１の上部を切断除去し、この側溝ブロック１
の切断除去部分の切断除去面２上に前記請求項１～７のいずれか１項に記載の側溝改修用
部材の前記側溝上部補修体３を設置し、この側溝上部補修体３の前記連結孔６に穿孔器具
７を挿通して前記側溝ブロック１の切断除去面２に連結孔６と連通する前記挿通孔４を穿
孔し、この連通する挿通孔４と連結孔６とに前記昇降調整軸５を挿通すると共に、この昇
降調整軸５に連結した前記支持具８を連結孔６に取付して、この昇降調整軸５により側溝
上部補修体３を適正な設置姿勢に昇降調整した後、側溝上部補修体３と側溝ブロック１の
切断除去部分との隙間13に硬化剤14を充填して側溝上部補修体３を側溝ブロック１の切断
除去面２に固定することを特徴とする側溝改修工法に係るものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は上述のように構成したから、改修を必要とする側溝ブロックの上部のみを、煩
雑な型枠構築工事を必要とせずに新規な構造体として構築できるので、側溝機能を維持し
たままの改修を行うことができ、しかも、本発明においては、側溝上部補修体を側溝ブロ
ックの切断除去面に設置したままで、連結孔から穿孔器具を挿通してこの連結孔と対応す
る切断除去面位置に挿通孔を穿孔することができるので、切断除去面への側溝上部補修体
の設置作業が一度だけで済むこととなり、上記特許文献１のように切断除去面への挿通孔
形成のために側溝上部補修体を二度置きするような手間がないので、それだけ作業が簡略
化して施工性が向上すると共に、要する工期も短縮することになる極めて実用性に秀れた
画期的な側溝改修用部材並びに側溝改修工法となる。
【００２１】
　また、請求項２，３記載の発明においては、支持具の連結孔への取付構造を簡易に設計
実現可能となる一層実用性に秀れた構成の側溝改修用部材となる。
【００２２】
　また、請求項４記載の発明においては、側溝上部補修体を簡易に姿勢是正（昇降調整）
できる一層実用性に秀れた構成の側溝改修用部材となる。
【００２３】
　また、請求項５記載の発明においては、連結孔への取付が容易に行われると共に、昇降
調整軸との連結もこの昇降調整軸の昇降調整作業も容易に且つ確実に行われる構成の支持
具を、簡易構成によって設計実現可能となる一層実用性に秀れた構成の側溝改修用部材と
なる。
【００２４】
　また、請求項６記載の発明においては、側溝上部補修体を切断除去面に設置するだけで
硬化剤の流出を防止できる一層実用性に秀れた構成の側溝改修用部材となる。
【００２５】
　また、請求項７記載の発明においては、Ｕ字型側溝ブロックの左右の切断除去面に左右
の側溝上部補修体を一度で同時に設置することができるので施工性に秀れ、しかも、調整
機構により左右の側溝上部補修体間の間隔を広狭調整して様々な大きさのＵ字型側溝ブロ
ックに対して施工可能となる一層実用性に秀れた構成の側溝改修用部材となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　好適と考える本発明の実施形態（発明をどのように実施するか）を、図面に基づいて本
発明の作用を示して簡単に説明する。
【００２７】
　改修対象の既設側溝の側溝ブロック１の上部を切断除去し、この側溝ブロック１の切断
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除去面２に側溝上部補修体３を設置する。
【００２８】
　次いで、側溝上部補修体３に設けた連結孔６に対応させて、側溝ブロック１の切断除去
面２に昇降調整軸５を配設する挿通孔４を形成するが、この際、本発明の連結孔６は、昇
降調整軸５の軸径より径大であって、挿通孔４を切断除去面２に穿孔し得る穿孔器具７を
挿通可能な孔径に設定したため、側溝上部補修体３を切断除去面２に設置したままで、連
結孔６から穿孔器具７を挿通してこの連結孔６と対応する切断除去面２位置に挿通孔４を
穿孔することができる。即ち、連結孔６から穿孔器具７を挿通して挿通孔４を穿孔するこ
とで、連結孔６と連通する挿通孔４を切断除去面２に形成することができる。
【００２９】
　従って、上記特許文献１のように切断除去面への挿通孔形成のために二度も側溝上部補
修体を設置する必要がなく、本発明においては切断除去面２への側溝上部補修体３の設置
作業が一度だけで済むため、それだけ作業が簡略化して施工性が向上すると共に、工期も
短縮することになる。
【００３０】
　次いで、例えば、連通状態となっている切断除去面２の挿通孔４と側溝上部補修体３の
連結孔６とに昇降調整軸５を挿通した後、この昇降調整軸５に支持具８を連結しこの支持
具８を連結孔６に取付することで、この支持具８を介して昇降調整軸５で側溝上部補修体
３を支持する。尚、この際、支持体８を連結孔６に取付した後、この支持具８に昇降調整
軸５を連結しても良いし、予め昇降調整軸５を連結しておいた支持体８を、連結孔６に取
付するようにしても良い。
【００３１】
　そして、昇降調整軸５により、側溝上部補修体３を昇降調整して側溝上部補修体３を適
正な設置状態に是正する。
【００３２】
　その後、側溝ブロック１の切断除去部分と側溝上部補修体３との隙間13に硬化剤14を充
填し、この硬化剤14の硬化によって側溝上部補修体３を側溝ブロック１の切断除去面２に
固定して改修工事完了となる。
【００３３】
　また、例えば、前記側溝上部補修体３に、前記連結孔６と連設状態にして取付用金具部
11を設け、この取付用金具部11に前記支持具８を取付あるいは螺着し得るように構成すれ
ば、支持具８の連結孔６への取付構造を簡易に設計実現可能となる。
【００３４】
　また、例えば、前記支持具８は、前記昇降調整軸５を螺着連結し得るように構成して、
この昇降調整軸５を支持具８に対して回動螺動操作することにより、この支持具８が前記
連結孔６に取付られた前記側溝上部補修体３を、前記側溝ブロック１の切断除去面２に対
して昇降調整し得るように構成すれば、昇降調整軸５を回動操作するだけで側溝上部補修
体３を簡易に姿勢是正（昇降調整）できるので、一層実用的となる。
【００３５】
　また、例えば、前記支持具８は筒状に構成してこの支持具８の外周面に雄ネジ部９を形
成すると共に、内周面に雌ネジ部10を形成し、前記連結孔６は、前記支持具８の雄ネジ部
９を螺着し得るネジ孔12に形成するか若しくは前記連結孔６に連設状態に設けた取付用金
具部11に前記支持具８の雄ネジ部９を螺着し得るネジ孔12を形成し、前記昇降調整軸５は
、前記支持具８の雌ネジ部10に螺着し得るボルト杆５を採用して構成すれば、連結孔６へ
の取付が容易に行われると共に、昇降調整軸５との連結もこの昇降調整軸５の昇降調整作
業も容易に且つ確実に行われる構成の支持具８を、簡易構成により容易に設計実現可能と
なる。
【００３６】
　また、例えば、前記側溝上部補修体３の下部に、前記側溝ブロック１の切断除去面２に
接触して側溝上部補修体３と側溝ブロック１との間に充填する硬化剤14の流出を防止する
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流出防止材15を付設すれば、側溝上部補修体３を切断除去面２に設置するだけで、他の漏
出防止構造を別途構築することなく硬化剤14の流出防止作用が得られるので、一層施工性
が向上することになる。
【００３７】
　また、例えば、改修対象のＵ字型側溝ブロック１の左右上部を切断除去してこの左右の
切断除去部分の改修を行う側溝改修工法に用いる側溝改修用部材であって、前記Ｕ字型側
溝ブロック１の右側の切断除去面２に設置する前記側溝上部補修体３と左側の切断除去面
２に設置する側溝上部補修体３とを着脱自在に連結する連結具16を備えると共に、この連
結具16は、連結した左右の側溝上部補修体３間の間隔を広狭調整し得る調整機構17を有す
る構成とすれば、Ｕ字型側溝ブロック１の左右の切断除去面２に連結具16で連結した左右
の側溝上部補修体３を一度で同時に設置することができるので施工性に秀れることとなり
、しかも、調整機構17により左右の側溝上部補修体３間の間隔を広狭調整できるので、様
々な大きさのＵ字型側溝ブロック１に対して施工可能となるなど、一層実用的となる。
【実施例】
【００３８】
　本発明の具体的な実施例について図面に基づいて説明する。
【００３９】
　本実施例は、改修対象の既設側溝を構成しているＵ字型側溝ブロック１の左右上部を切
断除去してこの左右の切断除去部分の改修を行う側溝改修工法に用いる側溝改修用部材で
あって、図１に示すような、側溝ブロック１の上部の形状に略対応した断面Ｌ字状の長尺
な側溝上部補修体３にコンクリートで一体成形し、この側溝上部補修体３を前記側溝ブロ
ック１の切断除去面２に設置し得るように構成している。図中符号33は鉄筋，34は補強金
具である。
【００４０】
　また、この側溝上部補修体３は、下側の水平部を前記切断除去面２への設置脚部３Ａと
すると共に、上側の立直部を側溝上縁形成部３Ｂとしている。
【００４１】
　また、この側溝上部補修体３は、設置脚部３Ａの上面が、側溝蓋18を載置するための載
置面19として機能すると共に、側溝上縁形成部３Ｂの、設置脚部３Ａの突出方向側に存す
る側面が、前記載置面19に載置した側溝蓋18の位置ズレ防止用の位置止め面20として機能
する構成とし、特に載置面19には、側溝蓋18の揺動による騒音を防止するための防音ゴム
シート21を敷設状態に貼設している（図２参照。）。
【００４２】
　また、この側溝上部補修体３は、その設置脚部３Ａの突出先端を側溝ブロック１の側壁
内面と略面一状態にして前記切断除去面２上に設置した際、側溝に隣接するアスファルト
面などと側溝上縁形成部３Ｂとの間に硬化剤14注入用の隙間13が生じる形状に形成してい
る。
【００４３】
　また、この側溝上部補修体３の設置脚部３Ａに、この側溝上部補修体３の長さ方向に適
宜間隔を置いて設置脚部３Ａを上下方向に貫通する連結孔６を複数箇所（図面では二箇所
）に形成している。
【００４４】
　この連結孔６は、側溝ブロック１上部の前記切断除去面２に形成された挿通孔４に配設
して側溝上部補修体３を支持し得且つ支持した側溝上部補修体３を昇降調整可能な昇降調
整軸５を挿通するためのもので、本実施例では、その孔径を、前記昇降調整軸５としての
無頭ボルト杆５の軸径より径大であって、前記挿通孔４を前記切断除去面２に穿孔し得る
穿孔器具７を挿通可能な孔径に設定している。
【００４５】
　具体的には、本実施例でいう穿孔器具７は、コンクリートに穿孔可能なドリルビット７
を示しており、このドリルビット７のビット径よりも連結孔６の孔径を径大に設定してい
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る（図１１参照。）。
【００４６】
　また、本実施例では、この連結孔６に、前記昇降調整軸５を連結可能な支持具８を取付
し得るように構成している。
【００４７】
　具体的には、前記側溝上部補修体３に、前記連結孔６と連設状態にして取付用金具部11
を設け、この取付用金具部11に前記支持具８を取付し得るように構成している。
【００４８】
　取付用金具部11は、図２に示すように長方形状の金属板を採用し、この金属板を側溝上
部補修体３の設置脚部３Ａに前記連結孔６と連設状態にしてインサート成形して、この設
置脚部３Ａの上面に取付用金具部11を露出状態に設けている。
【００４９】
　また、この取付用金具部11には、前記連結孔６と連通状態にして連結孔６よりやや径小
であるが前記穿孔器具７の径より径大な孔径寸法のネジ孔12を貫通形成し、このネジ孔12
に前記支持具８を螺着し得るように構成している。即ち、本実施例では、この取付用金具
部11のネジ孔12が、支持具８を取付可能な連結孔６の一部として機能するように構成し、
このネジ孔12を具備した連結孔６に穿孔器具７としてのドリルビット７を挿通し得るよう
に構成している。
【００５０】
　本実施例の支持具８は、図２に示すように筒状体に構成してこの支持具８の外周面に雄
ネジ部９を形成し、この雄ネジ部９を前記取付用金具部11のネジ孔12に着脱自在に螺着す
ることで、取付用金具部11に連設する連結孔６に支持具８が取付られる構成としている。
【００５１】
　また、この筒状の支持具８には、内周面に雌ネジ部10を形成している。
【００５２】
　一方、前記昇降調整軸５は、支持具８の雌ネジ部10に螺着し得る軸径の無頭ボルト杆５
を採用して構成し、この雌ネジ部10に螺着した昇降調整軸５を回動螺動操作することによ
り、支持具８を介して側溝上部補修体３を昇降調整し得るように構成している。また、こ
の昇降調整軸５たるボルト杆５の上端部には、六角棒レンチなどの工具31を差し込みして
昇降調整軸５を回動螺動操作可能な六角穴形状の工具穴22を形成している。
【００５３】
　また、本実施例では、前記側溝上部補修体３の設置脚部３Ａの突出先端部側の下部に、
前記側溝ブロック１の切断除去面２に接触して側溝上部補修体３と側溝ブロック１との間
に充填する硬化剤14の流出を防止する流出防止材15を垂設状態に付設している。
【００５４】
　この流出防止材15は、側溝上部補修体３と同等の長さを有する帯状長尺物とし、この流
出防止材15を切断除去面２に当接した際に、この切断除去面２と側溝上部補修体３の設置
脚部３Ａの下面との隙間を前記昇降調整軸５の昇降調整の有無にかかわらず変形して閉塞
し得る変形弾性を有すると共に、この閉塞状態で簡単に変形して硬化剤14が流出しない程
度の硬質性を有する例えばゴム製としている。
【００５５】
　また、本実施例では、前記Ｕ字型側溝ブロック１の右側の切断除去面２に設置する前記
側溝上部補修体３と左側の切断除去面２に設置する側溝上部補修体３とを着脱自在に連結
する連結具16を備えると共に、この連結具16は、連結した左右の側溝上部補修体３間の間
隔を広狭調整し得る調整機構17を有する構成としている。
【００５６】
　この連結具16について説明すると、図３～図６に示すように、長さのある桟体25の両端
部に、前記側溝上部補修体３の設置脚部３Ａの上面部に当接して前記取付用金具部11に連
結固定する固定部23を設けた構成としている。
【００５７】
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　更に詳しくは、連結具16の桟体25は、円筒体として内周面に雌ネジを形成する一方、各
固定部23の基部にはこの桟体25の雌ネジに螺着するネジ杆24を突設し、この各固定部23の
ネジ杆24を桟体25の両端部に螺着することで、桟体25の両端部に固定部23を設けた構成と
すると共に、この桟体25をネジ杆24に対して回動操作することにより、桟体25に対して両
端の固定部23間を接離調整できて、各固定部23に固定した左右の側溝上部補修体３間の間
隔を改修対象の側溝ブロック１の大きさに合わせて調整可能な前記調整機構17を構成して
いる。また、桟体25の中程位置には差込孔35を形成し、この差込孔35に差込した操作棒体
36を掴んで桟体25を回動操作する構成としている（図８参照。）。
【００５８】
　また、固定部23の取付用金具部11への連結固定構造を説明すると、図３に示すように、
取付用金具部11の前記ネジ孔12の両側に螺着孔28を形成する一方、この螺着孔28に対応す
るボルト通し孔27を固定部23に上下貫通形成して、螺着孔28とボルト通し孔27とを位置合
わせして固定部23を側溝上部補修体３の設置脚部３Ａ上に載置した上で、ボルト通し孔27
から通した連結ボルト29を螺着孔28に螺着することで固定部23を取付用金具部11へ連結固
定する構造とし、連結ボルト28を螺着孔27から螺脱すれば、固定部23を側溝上部補修体３
に対し固定解除して側溝上部補修体３から連結具16を取外しできる構成としている。
【００５９】
　また、固定部23には、前記連結固定状態で前記ネジ孔12と連通して連結孔６へ穿孔器具
７を挿通可能であって且つこのネジ孔12に螺着連結した前記支持具８に螺着した前記昇降
調整軸５の前記工具穴22に工具31（六角棒レンチ）を挿通可能となる孔径の挿入孔26を上
下貫通形成している。
【００６０】
　次に、この本実施例の側溝改修用部材を使用した側溝改修工法を説明する。
【００６１】
　例えば、予め二体の側溝上部補修体３を対設状態にして連結具16で連結しておく（図５
参照。）。
【００６２】
　改修対象の既設側溝のＵ字型側溝ブロック１から側溝蓋18を取り外し、側溝ブロック１
の左右上部を適宜なコンクリート切断機30で切断し、切断部分を除去する（図７，図８参
照。）。
【００６３】
　次いで、この側溝ブロック１の左右の切断除去面２上に、連結具16で連結した二体の側
溝上部補修体３を夫々配置すると共に、連結具16の調整機構17によって左右の側溝上部補
修体３の間隔を調整して、この左右の側溝上部補修体３の位置が切断除去面２上の適正な
位置であって、各側溝上部補修体３の側溝上縁形成部３Ｂと側溝に隣接するアスファルト
面などとの間に硬化剤14注入用の隙間13が生じるようにする（図９，図１０参照。）。
【００６４】
　その後、切断除去面２上に側溝上部補修体３を設置したままで穿孔器具７を固定部23の
挿入孔26からネジ孔12，連結孔６の順に挿通させて、この穿孔器具７にて連結孔６位置に
対応する挿通孔４を切断除去面２に形成し、挿通孔４穿孔後、連結孔６から穿孔器具７を
抜き外す（図１１参照。）。
【００６５】
　次いで、この挿通孔４に接着剤32を注入し、例えば支持具８を、挿入孔26を通してネジ
孔12に螺着してから、この支持具８の雌ネジ部10に昇降調整軸５を上方から螺着し（図１
２参照。）、工具31の回動操作によってこの昇降調整軸５の下端を挿通孔４に挿入して挿
通孔４底に当接させることによりこの昇降調整軸５で側溝上部補修体３を支持し、挿通孔
４内の接着剤32が硬化する前にこの昇降調整軸５を回動操作して側溝上部補修体３を昇降
調整し、側溝上部補修体３を適正な設置状態に是正する（図１３参照。）。
【００６６】
　その後、例えば、側溝ブロック１の切断除去部分と側溝上部補修体３との隙間13に硬化
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剤14を充填し、硬化剤13の硬化を待って側溝上部補修体３を側溝ブロック１の上部に設置
固定する。また、この際、流出防止材15により硬化剤14の側溝ブロック１の側溝内への漏
出が阻止される（図１４参照。）。
【００６７】
　次いで、連結具16を左右の側溝上部補修体３から取り外し、必要に応じて側溝隣接路面
との段差をアスファルトで埋めるなどして仕上げを行い、側溝上部補修体３の載置面19に
コンクリート蓋やグレーチングなどの側溝蓋18を載置して施工完了となる（図１５，図１
６参照。）。
【００６８】
　尚、本発明は、本実施例に限られるものではなく、各構成要件の具体的構成は適宜設計
し得るものである。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本実施例の側溝改修用部材を示す斜視図である。
【図２】本実施例の側溝改修用部材並びに取付用金具部と支持具と昇降調整軸との取付構
造を示す部分拡大説明斜視図である。
【図３】本実施例の側溝改修用部材と連結具との分解斜視図である。
【図４】本実施例の二体の側溝改修用部材を一体の連結具で連設した状態を示す平面図で
ある。
【図５】本実施例の二体の側溝改修用部材を二体の連結具で連設した状態を示す斜視図で
ある。
【図６】本実施例の二体の側溝改修用部材を連結具で連設した状態を示す説明拡大側断面
図である。
【図７】改修対象の側溝ブロックの上部をコンクリート切断機で切断している状態を示す
説明斜視図である。
【図８】上部を切断除去した側溝ブロックを示す説明斜視図である。
【図９】図８の側溝ブロックの切断除去面に側溝改修用部材を設置した状態を示す説明斜
視図である。
【図１０】図９の部分拡大側断面図である。
【図１１】図８の状態に続いて、連結孔に穿孔器具を挿通して切断除去面に挿通孔を穿孔
した状態を示す部分拡大説明側断面図である。
【図１２】図１１の状態に続いて、挿通孔に接着剤を入れ、連結孔に支持具を螺着取付し
、支持具に昇降調整軸を螺着しようとする状態を示す部分拡大説明側断面図である。
【図１３】図１２の状態に続いて、支持具に螺着した昇降調整軸を工具で回動操作して、
この昇降調整軸で側溝改修用部材を切断除去面上に支持した状態を示す部分拡大説明側断
面図である。
【図１４】図１３の状態に続いて、側溝改修用部材と側溝ブロックの切断除去部分との隙
間に硬化剤を充填する様子を示す部分拡大説明側断面図である。
【図１５】図１４の状態に続いて、側溝改修用部材から連結具を取外した状態を示す部分
拡大説明側断面図である。
【図１６】図１５の状態に続いて、側溝蓋を装着した施工完了状態を示す説明斜視図であ
る。
【符号の説明】
【００７０】
　１　側溝ブロック
　２　切断除去面
　３　側溝上部補修体
　４　挿通孔
　５　昇降調整軸（ボルト杆）
　６　連結孔
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　７　穿孔器具
　８　支持具
　９　雄ネジ部
　10　雌ネジ部
　11　取付用金具部
　12　ネジ孔
　13　隙間
　14　硬化剤
　15　流出防止材
　16　連結具
　17　調整機構

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(12) JP 2010-101019 A 2010.5.6

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】



(13) JP 2010-101019 A 2010.5.6

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

